
令和元年度第２回 市川市福祉有償運送運営協議会 

 
 

                 日 時：令和２年１月２８日（火） 
                １９時～２０時 

場 所：市川市役所仮本庁舎４階 第４委員会室 
 

会議次第 
１ 開 会 
 
２ 議 題 

（１）団体から提出された移送サービス状況について  
   （平成 31 年４月～令和元年 11 月） 
（２）福祉有償運送の更新登録の申請について 

①社会福祉法人一路会 地域生活支援センターＣａｎ 
②社会福祉法人生活クラブ 生活クラブ風の村介護ステーション市川 
③ＮＰＯ法人生きがいと助けあい ＳＳＵ市川 

（３）その他 
 
３ 閉 会 
 
≪配布資料≫ 
 ・資料１     移送サービスの状況（平成 31 年４月～令和元年 11 月） 

・資料２－①－１ 社会福祉法人一路会 地域生活支援センターＣａｎ 
申請団体要件確認票 

 ・資料２－①－２ 社会福祉法人一路会 地域生活支援センターＣａｎ 団体情報（１） 

 ・資料２－①－３ 社会福祉法人一路会 地域生活支援センターＣａｎ 団体情報（２） 

 ・資料２－②－１ 社会福祉法人生活クラブ 生活クラブ風の村介護ステーション市川 
          申請団体要件確認票 

 ・資料２－②－２ 社会福祉法人生活クラブ 生活クラブ風の村介護ステーション市川  
          団体情報 
 ・資料２－③－１ ＮＰＯ法人生きがいと助けあい ＳＳＵ市川 申請団体要件確認票 

 ・資料２－③－２ ＮＰＯ法人生きがいと助けあい ＳＳＵ市川 団体情報 
 ・資料３     移動支援の事例 
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移送サービス状況（平成 31 年４月～令和元年 11 月） 

団体名 

 社会福祉法人一路会 地域生活支援センターCan 

1.登録会員状況（11 月末時点） 4.運転者の状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 ０人 ０人 第一種運転免許 5 人 ５人 

ロ、要介護認定者 ０人 ０人 第二種運転免許 0 人 ０人 

ハ、要支援認定者 ０人 ０人 合計 5 人 5 人 

二、その他障害 438 人 438 人 

  

合計 438 人 438 人 

2.利用会員状況 5.車両状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 ０人 ０人 福祉車両（団体所有） 1 台 1 台 

ロ、要介護認定者 ０人 ０人 福祉車両（持ち込み） ０台 ０台 

ハ、要支援認定者 ０人 ０人 セダン等（団体所有） 3 台 3 台 

二、その他障害 36 人 31 人 セダン等（持ち込み） ０台 ０台 

合計 38 人 31 人 合計 4 台 4 台 

3.運行件数 

 平成 30 年度累計：329 件（月平均：27.4 件） 

４月 29 件 ８月 19 件 

５月 30 件 ９月 15 件 

６月 21 件 10 月 23 件 

７月 25 件 11 月 20 件 

合計 182 件（月平均：22.8 件） 

≪特記事項≫ 

 

 

 

第２回市川市福祉有償運送運営協議会 

資料１ 
令和２年１月２８日（火） 
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移送サービス状況（平成 31 年４月～令和元年 11 月） 

団体名 

社会福祉法人生活クラブ 生活クラブ風の村介護ステーション市川 

1.登録会員状況（11 月時点） 4.運転者の状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 13 人 10 人 第一種運転免許 4 人 5 人 

ロ、要介護認定者 ０人 ０人 第二種運転免許 0 人 0 人 

ハ、要支援認定者 0 人 0 人 合計 4 人 5 人 

二、その他障害 6 人 7 人 

  

合計 19 人 17 人 

2.利用会員状況 5.車両状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 10 人 5 人 福祉車両（団体所有） 2 台 2 台 

ロ、要介護認定者 0 人 0 人 福祉車両（持ち込み） 0 台 0 台 

ハ、要支援認定者 0 人 0 人 セダン等（団体所有） 1 台 0 台 

二、その他障害 3 人 2 人 セダン等（持ち込み） 1 台 1 台 

合計 13 人 7 人 合計 4 台 3 台 

3.運行件数 

平成 30 年度累計：510 件（月平均：42.5 件）  

４月 26 件 ８月 14 件 

５月 15 件 ９月 11 件 

６月 22 件 10 月 15 件 

７月 14 件 11 月 11 件 

合計 128 件（月平均：16 件） 

≪特記事項≫ 

定期的な利用は少なくなり、単発の利用が増えている。 
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 移送サービス状況（平成 31 年４月～令和元年 11 月） 

団体名 

特定非営利活動法人 生きがいと助けあいＳＳＵ市川  

1.登録会員状況（１２月１日時点） 4.運転者の状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 44 人 39 人 第一種運転免許 23 人 24 人 

ロ、要介護認定者 80 人 70 人 第二種運転免許 3 人 3 人 

ハ、要支援認定者 33 人 23 人 合計 26 人 27 人 

二、その他障害 35 人 30 人 

  

合計 192 人 162 人 

2.利用会員状況 5.車両状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 24 人 19 人 福祉車両（団体所有） 2 台 ２台 

ロ、要介護認定者 38 人 32 人 福祉車両（持ち込み） 1 台 １台 

ハ、要支援認定者 16 人 12 人 セダン等（団体所有） 1 台 １台 

二、その他障害 18 人 17 人 セダン等（持ち込み） 20 台 19 台 

合計 96 人 80 人 合計 24 台 23 台 

3.運行件数(うちサロン) 

 平成 30 年度累計：3437 件（171） 

（月平均：286.4 件（14.3）） 

４月 246 件（4） ８月 214 件(6) 

５月 206 件（2） ９月 261 件(8) 

６月 226 件（8） 10 月 239 件(10 ) 

７月 264 件（10） 11 月 244 件(8) 

合計 1900 件（56）（月平均：237.5 件（７））  

≪特記事項≫ 
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移送サービス状況（平成 31 年４月～令和元年 11 月） 

団体名 

社会福祉法人市川レンコンの会 レッツ・レンコン  

1.登録会員状況（１１月末時点） 4.運転者の状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 2 人 2 人 第一種運転免許 11 人 11 人 

ロ、要介護認定者 ０人 ０人 第二種運転免許 ０人 ０人 

ハ、要支援認定者 ０人 ０人 合計 11 人 11 人 

二、その他障害 65 人 88 人 

  

合計 67 人 90 人 

2.利用会員状況 5.車両状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 2 人 2 人 福祉車両（団体所有） ０台 ０台 

ロ、要介護認定者 ０人 ０人 福祉車両（持ち込み） ０台 ０台 

ハ、要支援認定者 ０人 ０人 セダン等（団体所有） 3 台 4 台 

二、その他障害 65 人 87 人 セダン等（持ち込み） ０台 ０台 

合計 67 人 87 人 合計 3 台 4 台 

3.運行件数 

 平成 30 年度累計：3326 件（月平均：277.2 件）  

４月 268 件 ８月 289 件 

５月 300 件 ９月 243 件 

６月 276 件 10 月 254 件 

７月 288 件 11 月 237 件 

合計 2155 件（月平均：269.4 件） 

≪特記事項≫ 
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 移送サービス状況（平成 31 年４月～令和元年 11 月） 

団体名 

NPO 法人 郷の会 オリーブの家  

1.登録会員状況（11 月時点） 4.運転者の状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 0 人 0 人 第一種運転免許 ０人 ０人 

ロ、要介護認定者 0 人 0 人 第二種運転免許 ９人 ９人 

ハ、要支援認定者 0 人 0 人 合計 9 人 9 人 

二、その他障害 79 人 79 人 

  

合計 79 人 79 人 

2.利用会員状況 5.車両状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 0 人 0 人 福祉車両（団体所有） 0 台 0 台 

ロ、要介護認定者 0 人 0 人 福祉車両（持ち込み） 0 台 0 台 

ハ、要支援認定者 0 人 0 人 セダン等（団体所有） 4 台 4 台 

二、その他障害 79 人 79 人 セダン等（持ち込み） 0 台 0 台 

合計 79 人 79 人 合計 4 台 4 台 

3.運行件数 

 平成 30 年度累計：1039 件（月平均：86.6 件）  

４月 98 件 ８月 79 件 

５月 88 件 ９月 80 件 

６月 82 件 10 月 82 件 

７月 82 件 11 月 80 件 

合計 671 件（月平均：83.9 件） 

≪特記事項≫ 
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移送サービス状況（平成 31 年４月～令和元年 11 月） 

団体名 

特定非営利活動法人ココＣＯＬＯＲねっと 

1.登録会員状況（11 月時点） 4.運転者の状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 1 人 １人 第一種運転免許 ３人 ３人 

ロ、要介護認定者 3 人 ３人 第二種運転免許 ０人 ０人 

ハ、要支援認定者 1 人 3 人 合計 ３人 ３人 

二、その他障害 4 人 5 人 

  

合計 9 人 12 人 

2.利用会員状況 5.車両状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 1 人 1 人 福祉車両（団体所有） 0 台 0 台 

ロ、要介護認定者 ３人 3 人 福祉車両（持ち込み） 0 台 0 台 

ハ、要支援認定者 １人 3 人 セダン等（団体所有） 0 台 0 台 

二、その他障害 4 人 5 人 セダン等（持ち込み） ３台 3 台 

合計 9 人 12 人 合計 ３台 3 台 

3.運行件数 

 平成 30 年度累計：143 件（月平均：11.9 件）  

４月 18 件 ８月 29 件 

５月 17 件 ９月 25 件 

６月 13 件 10 月 31 件 

７月 8 件 11 月 23 件 

合計 164 件（月平均：20.5 件） 

≪特記事項≫ 
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移送サービス状況（平成 31 年４月～令和元年 11 月） 

団体名 

 社会福祉法人 いちばん星 ミルキーウェイ 

1.登録会員状況（１１月末時点） 4.運転者の状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 ０人 ０人 第一種運転免許 １１人 １１人 

ロ、要介護認定者 ０人 ０人 第二種運転免許 ０人 ０人 

ハ、要支援認定者 ０人 ０人 合計 １１人 １１人 

二、その他障害 １４６人 １４６人 

  

合計 １４６人 １４６人 

2.利用会員状況 5.車両状況 

  H30 年度末 R1 年 11 月末   H30 年度末 R1 年 11 月末 

イ、身体障害者 ０人 ０人 福祉車両（団体所有） ０台 ０台 

ロ、要介護認定者 ０人 ０人 福祉車両（持ち込み） ０台 ０台 

ハ、要支援認定者 ０人 ０人 セダン等（団体所有） ４台 ４台 

二、その他障害 69 人 74 人 セダン等（持ち込み） ０台 ０台 

合計 69 人 74 人 合計 ４台 ４台 

3.運行件数 

平成 30 年度累計：1035 件（月平均：86.3 件）  

４月 92 件 ８月 88 件 

５月 93 件 ９月 100 件 

６月 96 件 10 月 88 件 

７月 104 件 11 月 88 件 

合計 749 件（月平均：93.6 件） 

≪特記事項≫ 

 

 

 

 



 

福祉有償運送運営協議会 申請団体要件確認票 
No 項目  

１ 運送主体 

法人 
情報 

法 人 名：社会福祉法人一路会 
住   所：千葉県市川市柏井町3丁目637番1 
代表者氏名：理事長 田上昌宏 

事業所 
情報 

事業所名：地域生活支援センターCan 
住  所：千葉県市川市柏井町3丁目637番4 

対象 知的障害(児)者：４３８名、 合計：４３８名 

形態 運送の発地または着地のいずれかが市川市にある。 

２ 
使用車両 

[所有区分、車種、台数

（軽自動車数）] 

所有区分：所有 
車  種：セダン等普通自動車3 車いす車1 
台  数：４台（１台 ） 
 

３ 運行管理の責任者 野口裕二 

４ 整備管理の責任者 伊藤拓 

５ 運転者 
[人数、運転免許の種類] 

人     数：4名 
運転免許の種類：１種 
※福祉有償運送運転者講習修了、セダン等運転者講習修了 
※過去２年間に免許停止の履歴なし 
 

６ 損害賠償措置 
対 人 賠 償：無制限 
対 物 賠 償：無制限 
加入保健会社名：三井住友海上 

７ 

運送の対価 
[入会金、年会費、運賃(距
離制か時間性かも記

載)、その他条件] 

入会金：５０００円（施設利用に対して） 
年会費：３０００円（施設利用に対して） 
運 賃：距離制 事業所から直線5キロまで500円 以降1キロ50円 
（運賃の起点は市川市、終点は市川市） 

８ 利用時間 要望に応じて対応 

９ 管理運営体制 保有車両４両以下 のため、自動車運行管理等の体制のとおり 

 

第２回市川市福祉有償運送運営協議会 
資料２－①―１ 

令和２年１月28日（火） 
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第２回市川市福祉有償運送運営協議会 
資料２－②－１ 

令和２年１月 28 日（火） 

 

福祉有償運送運営協議会 申請団体要件確認票 
No 項目  

１ 運送主体 

法人 
情報 

法 人 名： 社会福祉法人生活クラブ 
住   所： 千葉県佐倉市山崎字石井戸529番地1 
代表者氏名： 理事長 池田 徹 

事業所 
情報 

事業所名： 生活クラブ風の村介護ステーション市川 
住  所： 市川市須和田 1-23-4 

対象  知的障害者：5名、精神障害者：2名、身体障害者：10名 合計17名 

形態 運送の発地または着地のいずれかが市川市にある。 

２ 
使用車両 

[所有区分、車種、台数

（軽自動車数）] 

所有区分： 法人 
車  種： 車椅子車 3台 
台  数：台（台）（3台） 

３ 運行管理の責任者  土屋 緑 

４ 整備管理の責任者  河野 善一 

５ 運転者 
[人数、運転免許の種類] 

人     数： ５名 
運転免許の種類： １種 
＊福祉有償運送運転者講習修了、セダン等運転者講習修了 
＊過去2年間に免許停止の履歴なし 

６ 損害賠償措置 
対 人 賠 償： 無制限 
対 物 賠 償： 無制限 
加入保健会社名： あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

７ 

運送の対価 
[入会金、年会費、運賃(距
離制か時間性かも記

載)、その他条件] 

入会金： ０円  
年会費： ０円 
運 賃： 距離制 初乗り走行4kmまで500円 以後1km毎に100円  
（運賃の起点は市川市、終点は市川市） 

８ 利用時間  要望に応じて対応 （基本 8:30～18:00） 

９ 管理運営体制  保有車両4両以下のため、自動車運行管理等の体制の通り 
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紹介ビデオ 法人概要 風の村とは 事業所検索 お知らせ 採用サイト

法人概要

 事業本部へのアクセス

 沿革

 ご挨拶

 法人概要

 情報公開

法人概要

「誰もがありのままにその人らしく地域で暮らすことができるように」

赤ちゃんから障がい者、お年寄りまで、幅広い事業に取り組み、人生のすべてのステージで必要とされる支援、応援

をすることをめざしています。

また、支援する人もされる人も、地域の一員として役割を持ち、ともに社会を作っていく。地域づくりの視点から福

祉を考え、取り組んでいます。

生活クラブ風の村の理念

事業内容

高齢者支援

病気や障がいがあっても、ご自宅や住み慣れた地域で暮らし続けられるように、さまざまな事業で、ご利用

者の生活をサポートしています。ご自宅で生活をしながらご利用いただけるデイサービスやショートステ

イ、訪問介護、ケアプラン作成などはもちろん、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護や定期巡

回・随時対応型訪問介護看護などを行っています。また、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅や有料老人ホームなど、入居してお過ごしいただける施設も運営しています。

事業所検索はこちら≫

https://kazenomura.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=yETacQkwYks
https://kazenomura.jp/company/
https://kazenomura.jp/about/
https://kazenomura.jp/foraged/
https://kazenomura.jp/news/
https://kazenomura.jp/recruit/
https://kazenomura.jp/documentrequest/
https://kazenomura.jp/contactus/
https://kazenomura.jp/access/
https://kazenomura.jp/history/
https://kazenomura.jp/greeting/
https://kazenomura.jp/company/
https://kazenomura.jp/infomationdisclosure/
https://kazenomura.jp/corporate/wp-content/uploads/2017/02/626e4a549c87c76e95d80fe77ea845f8.png
https://kazenomura.jp/foraged/
20180284
スタンプ
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子育て支援

自然の素材をたっぷり使った環境で、子どもた

ち一人ひとりに寄り添い、それぞれの事業で子

どもたちの特性に合わせ、仲間やおとなとの適

切な関係を築く中で、自尊心や自己肯定感を持

ち、ともに育ちあい、安心して自分を出して生

活することができるような保育をしています。

また、子どもたちの身体をつくり、毎日欠かす

ことのできない食事は、安心安全な素材を使用

して、子どもたちが健やかに成長できるよう、

大切にしています。さらに、子どもたちが、地

域社会の中で生活をする一員として過ごすこと

ができるように、地域の方々との連携を大切に

しています。

事業所検索はこちら≫

障がい児者支援

18歳以上の障がいのある方を対象とした「とん

ぼ舎（生活介護、就労継続支援A型・B型）」、

重症心身障がい児者の方が日中通う「重心通所

（生活介護）」、小・中・高生が放課後を中心

に通う「あかとんぼ（放課後等デイサービス、

児童発達支援）」を運営し、それぞれの目的に

合わせて、地域で生活していくことができるよ

うに、それぞれの事業でサポートしています。

※（　）内の事業内容は地域によって異なります

事業所検索はこちら≫

医療

訪問看護ステーションを運営し、24時間365日

体制でご利用者やご家族の自宅での療養生活

を、看護師や理学療法士等が訪問してサポート

しています。

また、千葉市稲毛区「生活クラブいなげビレッ

ジ虹と風」の中で、外来と訪問診療を行ってい

る園生診療所を運営しています。病気の治療だ

けではなく、健康管理など、予防からターミナ

ルまでお手伝いしています。

事業所検索はこちら≫

相談

24時間365日体制の、福祉の総合相談窓口を開

設し、複数の問題を抱えている方、どこに相談

したらよいのかお悩みの方の相談にお応えして

います。

また、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談

支援のほか、就労準備支援や就労訓練事業、子

どもの学習支援などを行っています（自治体に

よって受託事業は異なります）。

事業所検索はこちら≫

基本情報

設立 1998年

法人番号（13桁マイナンバー） 7040005007253

理事長 池田徹

事業高 6,348,687千円（2018年度実績）

職員数 1756名（常勤682人/非常勤1074人）（2019年8月末現在）

https://kazenomura.jp/forchildren/
https://kazenomura.jp/forretardates/
https://kazenomura.jp/forother/
https://kazenomura.jp/forother/
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エリア運営

生活クラブ風の村では、8つのエリアに分かれて事業を運営しています。

法人概要

ご挨拶

沿革

事業本部へのアクセス

風の村とは

利用者の権利擁護

ユニバーサル就労

生活クラブ安心システム

個人情報について

事業所検索

事業所だより

お知らせ

資料請求

お問い合わせ

事業本部

〒285-0837千葉県佐倉市王子台1−28−8

ちばぎん臼井ビル４階

TEL043-309-5811

FAX043-460-8844

生活クラブ風の村（社会福祉法人生活クラブ）

紹介ビデオ 採用サイト 風の村関連リンク 生活クラブつうしん メディア掲載情報 情報公開

©2020風の村

https://kazenomura.jp/company/
https://kazenomura.jp/greeting/
https://kazenomura.jp/history/
https://kazenomura.jp/access/
https://kazenomura.jp/about/
https://kazenomura.jp/right/
https://kazenomura.jp/universal/
https://kazenomura.jp/system/
https://kazenomura.jp/recruit/personal_information/
https://kazenomura.jp/foraged/
https://kazenomura.jp/blog/
https://kazenomura.jp/news/
https://kazenomura.jp/documentrequest/
https://kazenomura.jp/contactus/
https://www.youtube.com/watch?v=yETacQkwYks
https://kazenomura.jp/recruit/
https://kazenomura.jp/link/
https://kazenomura.jp/news/cat_news/communication/
https://kazenomura.jp/news/cat_news/media/
https://kazenomura.jp/infomationdisclosure/
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紹介ビデオ 法人概要 風の村とは 事業所検索 お知らせ 採用サイト

障がい児者のためのサービス

希望別

 学校を卒業したあとの通う場所

を探している

 放課後や学校が休みの日に通え

る場所を探している

 医療的なケアも受けられるとこ

ろに通いたい

 仲間と共同で生活したい

 外出時や自宅でサポートしても

らいたい

 自宅で医療的なケアやリハビリ

テーションを受けたい

 障がい児者に関する相談をした

い

サービス別

 障がい児者日中活動支援

 生活介護

 就労継続支援A型

 就労継続支援B型

 障がい児通所支援

 放課後等デイサービス

 児童発達支援

 重症心身障がい児者通所支援

 障がい者グループホーム（共同

生活援助）

 訪問介護

 訪問看護・訪問診療・訪問リハ

ビリテーション

 居宅訪問型児童発達支援

 就労定着支援

 相談支援事業

高齢者のためのサービス

子ども・児童のためのサービス

生活クラブ風の村介護ステーション市川
高齢者のためのサービス 訪問介護（ホームヘルプ） 居宅介護支援（ケアプラン）

障がい児者のためのサービス 訪問介護

介護保険開始と同時に事業所を立ち上げ、船橋市北習志野〜市川市八幡〜市川駅前と移り、2014年7
田に新しく事業所を開設しました。小さいながらも地域の中で頼れる事業所です。

住所 272-0825市川市須和田1-23-4（地図）

電話番号 047-375-3300

FAX番号 047-375-3377

サービス提供地域 市川市、船橋市の一部

サービス内容
訪問介護（ヘルパー派遣）、介護予防訪問介護、居宅介護支援（ケアプラン作成、

障害福祉サービス

休業日 12月31日〜1月3日（電話対応いたします。）　

利用料金 介護保険、障害福祉サービス、自費サービス等、各サービスの利用者負担額に基づ

併設施設
訪問介護と居宅介護支援の事業所に併設して、12室の有料老人ホーム（生活クラブ

なりの街すわだ）があります。

年間行事
てこなカフェ：年4回開催

こども食堂：毎月1回

https://kazenomura.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=yETacQkwYks
https://kazenomura.jp/company/
https://kazenomura.jp/about/
https://kazenomura.jp/foraged/
https://kazenomura.jp/news/
https://kazenomura.jp/recruit/
https://kazenomura.jp/documentrequest/
https://kazenomura.jp/contactus/
https://kazenomura.jp/facility/cat_request/request_retardates/requestr_1/
https://kazenomura.jp/facility/cat_request/request_retardates/requestr_2/
https://kazenomura.jp/facility/cat_request/request_retardates/requestr_3/
https://kazenomura.jp/facility/cat_request/request_retardates/requestr_4/
https://kazenomura.jp/facility/cat_request/request_retardates/requestr_5/
https://kazenomura.jp/facility/cat_request/request_retardates/requestr_6/
https://kazenomura.jp/facility/cat_request/request_retardates/%e9%9a%9c%e3%81%8c%e3%81%84%e5%85%90%e8%80%85%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%9b%b8%e8%ab%87%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_1/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_2/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_3/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_4/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_5/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_6/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_7/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_8/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_9/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_10/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_11/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_12/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/%e5%b0%b1%e5%8a%b4%e5%ae%9a%e7%9d%80%e6%94%af%e6%8f%b4/
https://kazenomura.jp/facility/cat_service/service_retardates/servicer_13/
https://kazenomura.jp/cat_request/request_aged?termid1=2&termid2=31
https://kazenomura.jp/cat_request/request_children?termid1=20&termid2=57
https://kazenomura.jp/corporate/wp-content/uploads/2017/03/f1f3ccbc5a9a33afee2f458cc1b19241-1000x563.jpg
https://kazenomura.jp/facility/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96%E9%A2%A8%E3%81%AE%E6%9D%91%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%AE%E8%A1%97%E3%81%99%E3%82%8F%E3%81%A0/


第２回市川市福祉有償運送運営協議会 
資料２－③―１ 

令和２年１月 28 日（火） 

 

福祉有償運送運営協議会 申請団体要件確認票 
No 項目  

１ 運送主体 

法人 
情報 

法 人 名：特定非営利活動法人 生きがいと助けあいＳＳＵ市川 
住   所：千葉県市川市塩焼２－１１－１４ 
代表者氏名：会長 千葉 哲男 

事業所 
情報 

事業所名：特定非営利活動法人 生きがいと助けあいＳＳＵ市川 
住  所：千葉県市川市塩焼２－１１－１４ 

対象 イ．身体障害者：39名、ロ．要介護認定者：70名、ハ．要支援認定者：23名、

ニ．その他の障害者：30名 合計162名 

形態 運送の発地または着地のいずれかが市川市にある。 

２ 
使用車両 

[所有区分、車種、台数

（軽自動車数）] 

所有区分：団体車両、持ち込み車両 
車  種：福祉車両、セダン等 
台  数：23台（5台） 

３ 運行管理の責任者 栗山 英仁、佐藤 啓子 

４ 整備管理の責任者 阿部 基彦 

５ 運転者 
[人数、運転免許の種類] 

人     数：27名 
運転免許の種類：１種、2種 
＊福祉有償運送運転者講習修了、セダン等運転者講習修了 
＊過去2年間に免許停止の履歴なし 

６ 損害賠償措置 
対 人 賠 償：無制限 
対 物 賠 償：無制限 
加入保険会社名：（株）ライフサポート他 

７ 

運送の対価 
[入会金、年会費、運賃

(距離制か時間性かも記

載)、その他条件] 

入会金：1,000円 
年会費：1,000円 
運 賃：①距離制と時間制の併用 

・距離制 10ｋｍ以上で250円、以降5ｋｍ毎に250円増し。 
     ・時間制 1時間1,400円（運行・待ち時間）。近隣で所要時間 

15分以下は特別料金700円。1時間超の場合、以降 
30分毎に700円加算。 

    ②その他条件 
     ・福祉車両使用の場合はリフト操作2回（1乗車）毎で100円 

加算。 
    ・巡回・乗り合いサロン（塩焼、陽だまり、わいわい）は、短時 
     間近隣の場合1人1回500円。それ以外は別途料金。 
    ・土日祝日料金は1回300円加算（往復別々のお迎えでも1回） 

（運賃の起点は市川市、終点は市川市） 

８ 利用時間 要望に応じて ＊基本的に事業所の開所時間内 

９ 管理運営体制 保有車両３９台以下の為、運行管理責任者は2名 
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団体の目的 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＳＳＵ市川の 

ご案内 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

「地域の福祉は地域住民の手で」がモットー 

ボランティア精神を基本に地域の在宅福祉サー 
ビスを担い、元気な高齢者や時間に余裕のある
主婦が、地域福祉の担い手として進んでボラン
ティア・市民活動に参加することを目指し応援
しています。 
誰もが、住み慣れた地域で最後まで自分らしさ 
を失わずに、暮らし続けることが出来るように 
支援します。 

 

SSU 市川は 

こんな会です 

市川市塩焼２－１１－１４ 

ＮＰＯ法人 生きがいと助けあい 

ＳＳＳＳＵＵ市市川川  
電 話 ０４７‐３５９‐９８８８ 

ＦＡＸ ０４７‐３５９‐９８８７ 

受 付 月～金曜･午前９時～午後５ 

住 所 千葉県市川市塩焼 2-11-14 

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tasukeai@ssu-ichikawa.jp 
ホームページ http://ssuichikawa.jp 
ブログ http://blog.livedoor.jp/ssuichikawa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

賛助会費でご協力下さい 

会の趣旨にご賛同いただける方は賛助会員で 
ご協力をお願いします。（個人・団体・企業） 

年会費 ひと口 3000 円から何口でも 
下記口座へお振込み下さい。 

  郵便局振替口座名義 ＳＳＵ市川 
  口座番号 ００１５０－９－５４２９５０ 

(会費・事務費等の振込みも OK) 

 

運営会員 

 利用会員 

賛助会員 

生きがいと助けあい 

万が一のときの為に 

介護社会福祉施設傷害保険 

活動中の事故や怪我等については、ちょっと

したことでも事務所へご連絡ください。 

ただし、送迎サービス中の車の事故について

は使用車両に入っている保険が適用となり

ます。ご理解とご協力をお願いします。 

 

平成１１年３月の発足 以来  
有償の助けあい活動をスタートし、その後サロ
ン事業、訪問介護事業等地域のニーズに応じた
活動を展開してきました。 
非営利活動法人として 
地域に密着したサービスを行うために、常に 
地域の皆様の声を活動や事業にいかしていき 
たいと考えます。 
 

 市川市より委託事業 

塩焼地区５つの公園の管理（トイレ清掃） 

テニスコート受付管理事業 

塩焼地区公園のトイレ清掃  

 

 

---事務所のご案内--- 

 

 

http://ssuichikawa.jp/
http://blog.livedoor.jp/ssuichikawa
20180284
スタンプ



2019.4.1 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

地域の元気を応援するＳＳＵのサロン 

サロンは地域の拠り所として、独り暮らし等の高齢者・子育て中のお母さん・若い障がい者の方々等、 

誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることが出来るよう応援します。お一人でも気軽にご参加下さい。 

すぐにお友達ができて地域に知り合いが増えます。合同バスハイクやミニコンサートなどのイベント 

も開催します。サロンでは、介護の相談もお受けして将来の安心を提供します。 

 

 
 

 

陽だまりサロン 

毎週月曜日午後 1 時～4 時 

参加費２００円（祭日は休み） 
お茶やお菓子で話が弾み、転倒予防体操やゲーム

などで盛り上がります。手を動かし隊など、わく

わく手作り品の創作にも夢中です。 

 塩焼サロン 

毎週水曜日午後１時～４時 

参加費２００円（祭日は休み） 
それぞれに好きなツールを使って遊び、転倒予防体操

も行います。頭も使い、たくさん笑って健康寿命をの

ばしましょう。 

ＳＳＵ市川は塩焼地区自治会連絡

協議会の支援を頂いております 

送迎サービス事業 

利用の前に申請・登録が必要。 
通院、通所から色々な社会参加
などにご利用頂けます。 
車椅子専用リフトカー(６人乗
り・４人乗り)もあります。 
１週間前の予約制です。 

家事・介護援助 

高齢・障がい・子育て中の他、年
齢や要介護度に関係なく病気や
怪我などの時も利用できます。 
介護・障がいに関する各種相談 

子育て支援 

沐浴や、産前産後、母親の病気や
用事の時など一時的な支援も。 

ＳＳＵのサービスの色々 
助けあいのサービスは有償です。困ったときにご相談を！ 

 各種生活支援サービス 

会員が特技を登録し、
プロでなくてもできる
サービスを提供しま
す。（庭木の手入れや草
取り、簡単なＤＩＹな
どの各種生活支援） 

 

会員制です 入会が必要です。 
正会員 利用会員：利用ができます 

    運営会員：ボランティア活動で協力、 

     会の運営にも参画頂きます。 

     

  入会金 1000 円 

年会費 1000 円 

団体運営の仕組み 

助けあい運営会員は定められた利用料を基に活

動した時間に応じ、活動料金の内から 2 割程度

を事務費として会に収めます。 

ＮＰＯ法に沿って、訪問介護事業などの事業収

益は助けあい活動の運営に生かしていきます。 

地域で永く活動を続けるためにご理解お願いし

ます。 

 

別途ご契約の必要

なものもあります 

一時間当たり 

の料金は 

１3００円～ 

１7００円です 

 

わいわいサロン  

毎週土曜日午後１時～４時 

参加費２００円(祭日は休み) 
主に男性を対象にしています。カラオケや麻雀ができ

ます。見学会や麻雀大会などの計画、事業の企画・運

営にも参加していただきます。 

 

当会では、個人情報の取
扱いについては国の個人
情報保護法に基づいて行
っています。 

 

 
 

 
市よりの委託事業 

子育て支援事業 
養育支援・産後支援 

 

 

 
訪問介護事業（ＳＳU 介護サービス） 

 障がい者の法律に基づく障がい福祉サービス、 
（身体介護・家事援助・移動支援） 
介護保険法に基づく訪問介護 
（家事援助・身体介護） 

ケアプラン作成  障がい者計画相談 

要支援・要介護の方、障がい者の方の 
ケアプラン作成、各種介護相談 

ぽかぽか健康教室 

毎週木曜日 午後１時半～3 時半 
参加費２００円(祭日は休み) 

会場：サニーハウス行徳２階集会室 

 介護予防目的の筋力アップ、ストレッチ等 

地域の情報交換・介護保険などの相談も受けられます。おひとりでもお気軽にお出かけ下さい 
 

 



国家戦略特区

①北海道天塩町 ②川崎市麻生区 ③逗子市・鎌倉市 ④群馬県太田市 ⑤石川県加賀市 ⑥東京都小平市 ⑦兵庫県養父市

枠外 枠外 枠外 枠外

（有償） （無償） （無償） （無償）

概要

・相乗りマッチングサービスを展開す
る民間事業者（notteco）と提携
・相乗りマッチングプラットフォームを
活用して、車の空席を「見える化」しド
ライバーと利用者のマッチングを行う

・区内の福祉施設等で空いている福
祉車両を活用
自宅から「ふれあいサロン」などの高
齢者が定期的に集い交流する場へ乗
合で無償送迎を行う。

・利用時間
10時から16時まで（※個別の相談

可）

週2日、地域のスーパーから自宅玄関
までの送迎を行う買い物支援バス

・利用時間
毎週月曜および木曜の11時30分

買い物や外食、通院などの非通所日
の外出支援のサポートを目的としたオ
ンデマンド型乗合タクシー

各町に設置された600カ所の停留地
点と、病院・スーパーなどのあらゆる
施設や店舗の間で利用できる交通
サービス

・利用時間
月曜～金曜：８便／土日祝日・５便

・ワンボックス車両で、停留所を設け
て定時・定路線運行するコミュニティタ
クシー。

・運行時刻と運行経路が決まってい
て、停留所で乗降。

・利用時間
月曜日から金曜日
（土日、休日、12月29日から1月3日ま
では運休）

タクシー事業者の対応困難な地域に
おいて、国家戦略特区を活用し、地域
の特性に応じ、高齢者等市民の生活
支援とあわせ、観光振興にも繋げた
サービス

・利用時間
毎日（12月30日～１月３日は除く）
受付時間は８時～17時

利用方法

１．電話またはインターネット予約
２．利用者とドライバーの予定がマッ
チングした場合、希望日時に指定の
場所にドライバーが迎えに来るので、
利用者はそれに同乗
３．利用後、利用者はドライバーにガ
ソリン代を支払う

１．サロンが、利用者に対してサロン
出欠の連絡を
　　前日までに行う
２．利用日当日にお迎えの車に相乗り
し、サロンへ向かう
３．サロンから自宅へ戻る

発車地点となるスーパーで乗車し、自
宅で下車

１．アプリを利用して予約
２．近くを走るデイサービスの送迎車
両が配車され、利用者をピックアップ
３．目的地まで送り届けられる

１．電話またはインターネット予約
２．各町の停留地点から目的地へ向
かい、目的地から各町の停留地点へ
戻る

路線バスと同様のシステム

１．利用者は、運行管理者であるタク
シー会社に電話で運送を依頼
２．タクシー会社が市民ドライバーに
運送依頼
３．市民ドライバーが利用者をお迎え
し、利用者は料金を支払う

実施主体 北海道天塩町
人とサロンをつなぐ移送推進協議会
あさお運転ボランティアキャップ

両市の一部自治会と高齢者施設
一般社団法人ソーシャルアクション機
構

石川県加賀市 東京都小平市

特定非営利活動法人養父市マイカー
運送ネットワーク
（交通事業者、観光関連団体、地方自
治組織、市役所で構成）

運転・運行 ドライバー登録者 地域の住民やボランティアグループ
逗子清寿苑（特養）職員
（※添乗は自治会役員）

エムダブルエス日高
加賀第一交通
（市からの委託）

トーショー交通株式会社、小平交通有
限会社
（市からの委託）

市民ドライバー

運賃 ガソリン代のみ支払い 無料 無料
無料
(来年度以降の料金設定は未定だ
が、2019年内は無料)

運賃：１回500円（※事前に回数券を
購入。回数券で乗車）

大人(中学生以上)150円、子ども80円
（未就学児は無料）
※どの停留所で乗り降りしても、上記
運賃で利用可
1日乗車券：大人400円、子ども200円

初乗り運賃：２ｋｍまで600円
（※加算額：750ｍにつき100円を加
算）
待機料金：15分未満の待機は無料。
15分を超えたら、以後15分ごとに500
円加算

開始時期 実証実験開始：2017/3/1 2010年12月 2015年12月 実証実験開始：2018年11月 2019年8月 実証実験開始：2010年9月 2018年5月

利用要件
対象者

・ネット予約：notteco会員

・電話予約：天塩町民
※携帯電話に加え、健康保険証、マ
イナンバーカード、住民基本台帳カー
ドのいずれかを所有）

サロンに自力で参加することが困難
な方

多少は歩行可能な方
要支援・要介護認定を受けた
デイサービスセンター利用者

市内在住者 一般 一般（観光客も利用可）

備考

■運送の対価について

・素人が自家用自動車にて送迎を行
い対価を得ることは、道路運送法第
78条に触れる恐れがある。
⇒天塩町における自家用車相乗りの
場合、利用者は運転者に対してガソリ
ン代のみ支払いをするので有償とは
みなされない。

・国交省は、「実際の運送に要したガ
ソリン代、有料道路使用料、駐車場代
のみを収受する場合は道路運送法に
おける許可等を要さない」と示してい
る。
（道路運送法における許可又は登録
を要しない運送の態様について：平成
30年３月30日国自旅第338号）

■白タクシーとの区別について

・エムダブルエス日高が直接サービス
を手掛けると、白タク行為とみなされ
る恐れがある
⇒旅行業の免許を持つ「一般社団法
人ソーシャルアクション機構」が事業
主体となることで、白タク行為とみなさ
れることを回避

・将来有料化する場合、利用者が事
業実施主体に対して仲介料を払うこと
が想定されている

・乗合タクシーを運行する自治体で
は、全国初となる予約・配車システム
開始

・地域で組織する「乗合タクシー運行
協議会」がタクシー事業者に委託して
いるが、市では赤字３／４の補助に加
え、収支率１％につき1万円を「育成補
助金」として交付

・黒字は全て運行協議会の取り分で
あるが、利便性向上や広報等に活用

・料金配分
ＮＰＯ法人（運営費）：25％／登録ドラ
イバー（報酬）：70％／
タクシー事業者（手数料）：5％

運送区域
各エリア完結型のため、エリア外への
移動不可

資料３
令和元年度第２回市川市福祉有償運送運営協議会

令和２年１月２８日（火）

移動支援の事例

国家戦略特別区域自家用有
償観光旅客等運送事業

自家用車相乗り デイサービスの空き車両活用 乗り合いタクシー

道路運送
法上の
分類

公共交通空白地有償運送 公共交通空白地有償運送
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